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施設従事者

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他・不明

２０２０年度の障害者虐待の状況について（速報値）                ※数値については速報値であり、今後、精査により変動する場合がある。 

（１）２０２０年度における障害者虐待に係る相談・通報・届出件数等 

 ２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの本県の障害者虐待の状況については、相談・通報・届出件数が合計６８９件であり、うち虐待と認められた件数は２２５件だった。 

虐待類型別の件数は表１に示すとおりで、「養護者による障害者虐待」（以下、「養護者虐待」という。）に関する相談等が最多だった。 

 虐待と認められた２２５件の内訳においても、養護者虐待が最も多く、全体の６５．８％を占め、次いで、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待（以下、「施設虐待」という。）、使用者によ

る障害者虐待（以下、「使用者虐待」という。）となっている。 

 施設虐待の相談・通報・届出件数は法施行後から過去最多となった。また、施設虐待の虐待認定件数も増加しており、認定率も上がっている。 

 使用者虐待は、相談・通報・届出件数は２０１８年度から減少が続いている。 

表１ ２０２０年度市町村等への相談・通報・届出件数等      

 

養護者 施設従事者 使用者 合計 

相談・通報・
届出件数 

虐待認定件数 認定率 
相談・通報・
届出件数 

虐待認定件数 認定率 
相談・通報・
届出件数 

虐待認定件数 認定率 
相談・通報・
届出件数 

虐待認定件数 

２０２０年度 ４３０件 １４８件 ３４.４％ １８５件 ５９件 ３１.９％ ７４件 １８件 ２４.３％ ６８９件 ２２５件 

２０１９年度 ４５２件 １１９件 ２６.３％ １５３件 ２３件 １５.０％ ９６件 ３４件 ３５.４％ ７０１件 １７６件 

２０１８年度 ４１４件 １８１件 ４３.７％ １５７件 ４８件 ３０.６％ １２４件 ２１件 １６.９％ ６９５件 ２５０件 

（２）虐待認定事案における被虐待者の障害種別 

 養護者虐待における被虐待者の障害種別ごとの件数は、精神障害が８３件と最も多く全体の４２.８％を占め、次いで知的障害が７０件で３６.１％となっている（表２及び図１）。 

 施設虐待における被虐待者の障害種別ごとの件数は、昨年度に引き続いて知的障害が４４件と最も多く全体の５７.９％を占め、続いて精神障害（２５％）、身体障害（１１.８％）となっている

（表２及び図１）。 

使用者虐待における被虐待者の障害種別ごとの件数は、知的障害が８件と最も多く全体の４０％を占め、続いて精神障害が６件で３０％、身体障害が５件で２５％となっている（表２及び図１）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 虐待類型別の被虐待者の障害種別    （件） 

  身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 
その他・

不明 
計  

養護者 
３５ 

(２３) 

７０ 

( ５０) 

８３ 

(５２) 

０ 

(２) 

６ 

(  ３) 

１９４ 

(１３０) 

施設 
９ 

(６) 

４４ 

(２７) 

１９ 

(３) 

０ 

(３) 

４ 

(１２) 

７６ 

(５１) 

使用者 
５ 

(１０) 

８ 

(１７) 

６ 

(１５) 

１ 

(１) 

０ 

(０) 

２０ 

(４３) 

計 
４９ 

(３９) 

１２２ 

(９４) 

１０８ 

(７０) 

１ 

(６) 

１０ 

(１５) 

２９０ 

(２２４) 

※括弧内は２０１９年度の件数（以下同様） 

※重複障害者は二重計上しているため、合計数は合致しない。 

資料 １ 

図１ 虐待類型別の被虐待者の障害種別 

養護者 使用者
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（３）虐待認定事案における虐待種別 

虐待認定事案における虐待種別は、身体的虐待が最も多く、全体の５２.２％を占め、次いで心理的虐待、経済的虐待、放棄・放任、性的虐待となっている（表３）。 

 虐待類型別の虐待種別を見ると、養護者虐待においては身体的虐待、施設従事者による虐待においては心理的虐待、使用者による虐待においては経済的虐待の割合が高い（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）養護者による障害者虐待 

①被虐待から見た虐待者の続柄 

虐待をした養護者は、親（父、母）が５１.４％を占めている（表４）。 

 

②被虐待者の性別 

   被虐待者の性別は、２０１９年度の男性の割合は全体の３４.５％だったが、２０２０年度は全体の４２.６％を占めている。（表５）。 

 

 

 

 

 

表３ 虐待認定事案における虐待種別  （件） 

  身体的 性的 心理的 放棄・放任 経済的 計 

養護者 
１２８ 

(７６) 

３ 

(６) 

４２ 

(３４) 

９ 

(１８) 

２６ 

(２０) 

２０８ 

(１５４) 

施設 
３６ 

(１２) 

７ 

(１) 

３９ 

(１３) 

６ 

(３) 

０ 

(０) 

８８ 

(２９) 

使用者 
１ 

(３) 

０ 

(１) 

２ 

(８) 

０ 

(０) 

１７ 

(２６) 

２０ 

(３８) 

計 
１６５ 

(９１) 

１０ 

(８) 

８３ 

(５５) 

１５ 

(２１) 

４３ 

(４６) 

３１６ 

(２２１) 

※虐待事案により、二重計上しているため、合計数は合致しない。 

表４ 被虐待者から見た虐待者の続柄     （件） 

父 母 夫 妻 息子 娘 兄弟・姉妹 その他 計 

３９(３９) ５２(２９) ３１(１４) ８(２) ６(３) ６(４) １６(１９) １９(１９) １７７(１２９) 

※複数の養護者からの虐待は二重計上しているため、合計数は合致しない。 

表５ 被虐待者の性別 （件） 

男性 女性 不明 計 

６３(４１) ８５(７８) ０(０) １４８(１１９) 

資料 １ 

図２ 虐待認定事案における虐待種別 

施設従事者

身体的 性的 心理的 放棄・放任 経済的

養護者 使用者
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  ③被虐待者の年齢 

  被虐待者の年齢は、幅広い年代にわたっている（表６）。 

 

④相談・通報・届出者の内訳 

相談・通報・届出者については、警察からの通報が最も多く１４２件、次いで相談支援専門員８６件、本人５９件、施設従事者５０件となっている（表７）。 

 

⑤虐待に対する対応状況（認定事案） 

 虐待認定された事案のうち、３７.８％は分離を行った。５８.１％は分離を行わなかった（表８）。 

 

 

 

 

  ⑥分離を行った事案の対応の内訳 

分離を行った事案の対応は、契約による障害福祉サービスの利用開始が最も多かった（表９）。 

 

  ⑦分離を行わなかった事案の対応の内訳 

 分離を行わなかった事案の対応で最も多かったものは、養護者に対する助言・指導であった（表１０）。 

表６ 被虐待者の年齢           （件） 

～１７歳 
１８・１９

歳 

２０～２４

歳 

２５～２９

歳 

３０～３４

歳 

３５～３９

歳 

４０～４４

歳 

４５～４９

歳 

５０～５４

歳 

５５～５９

歳 

６０～６４

歳 
６５歳以上 不明 計 

０(１) ７(６) １２(１１) １６(１４) ９(１３) １０(１０) ２０(７) １８(１４) ２０(１１) １８(１５) ９(１４) ９(３) ０(０) １４８(１１９) 

表７ 相談・通報・届出者の内訳           （件） 

本人 家族・親族 
近隣住民・

知人 
民生委員 

医療機関関

係者 
教職員 

相談支援専

門員 
施設従事者 虐待者自身 警察 市町村職員 

その他・匿

名 
不明 計 

５９ 

(６３) 

１８ 

(２１) 

１０ 

(１０) 

２ 

(２) 

１３ 

(２２) 

０ 

(０) 

８６ 

(１０７) 

５０ 

(４９) 

０ 

(０) 

１４２ 

(１４３) 

３３ 

(１８) 

２３ 

(２９) 

０ 

(５) 

４３６ 

(４６９) 

※同一案件に対して、複数の相談・通報・届出があると二重計上しているため、合計数は合致しない。 

表８ 虐待に対する対応状況（認定事案）   （件） 

分離を行った 分離を行わなかった その他(同居していなかった等) 検討中 計 

５６(３７) ８６(６５) １(１３) ５(４) １４８(１１９) 

表９ 分離を行った事案の対応の内訳   （件） 

契約による障害福祉サービス やむを得ない事由による措置 市町村独自事業による一時保護 医療機関への入院 その他 計 

２３(１９) ４(２) ４(５) １２(５) １３(６) ５６(３７) 

表１０ 分離を行わなかった事案の対応の内訳   （件） 

養護者に対する助言・

指導 

養護者が介護負担軽減

等の事業に参加 

新たな障害福祉サービ

スの利用 

サービス等利用計画見

直し 

障害福祉サービス以外

を利用 

その他（成年後見制度

利用等） 
見守り 計 

６５(５４) １(０) ２４(１３) ６(１２) ７(６) ８(４) ３２(４１) １４３(１３０) 

※複数の対応をしている場合は二重計上しているため、合計数は合致しない。 

資料 １ 
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（５）障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 

①相談・通報・届出者の内訳 

相談・通報・届出者については、当該施設・事業所職員が３５件、相談支援専門員が３２件、本人が２４件であり、総件数は２０１９年度から増加している。（表１１）。 

 

 

②障害者福祉施設・障害福祉サービス事業等の種別（認定事案） 

事業種別ごとの件数は、共同生活援助が最も多く１５件で、全体の２５．４％を占めている。（表１２）。 

 

表１２ 事実確認調査の対象となった障害者福祉施設・障害福祉サービス事業等の種別（認定事案）    （件） 

障害者支援施設 生活介護 共同生活援助 短期入所 行動援護 
放課後等デイサ

ービス 

就労継続支援Ａ

型 

就労継続支援Ｂ

型 
就労移行支援 その他 計 

６（５） １２（７） １５（７） ０（０） １（０） ９（３） ６（１） ４（０） １（０） ５（０） ５９（２３） 

 

 ③虐待者の職種 

 虐待認定事案における虐待者の職種の内訳は表１３のとおりであり、生活支援員が２１件で最も多く、世話人が１２件、サービス管理責任者７件、管理者６件と続いている。 

 

 

 

 

 

表１１ 相談・通報・届出者の内訳         （件） 

本人 家族・親族 
近隣住民・

知人 

相談支援専

門員 

施設・事業

所設置者 

当該施設・

事業所職員 

施設・事業

所元職員 

当該施設・

事業所利用

者 

他の施設等

職員 
行政職員 警察 

その他、匿

名 
計 

２４(２３) ２１(１８) １(３) ３２(２７) １９(１２) ３５(２６) １８(５) ５(１) ７(３) ８(１２) １(３) ４２(２０) ２１３(１５３) 

※同一案件に対して、複数の相談・通報・届出があると二重計上しているため、合計数は合致しない。 

表１３ 虐待者の職種（認定事案）         （件） 

サビ管 管理者 医師 
設置者・経営

者 
看護職員 生活支援員 職業指導員 就労支援員 世話人 

相談支援専門

員 

地域移行支援

員 
指導員 

７（４） ６（０） ０（０） ５（１） ２（１） ２１（１４） ２（０） ０（０） １２（１） ０（０） ０（０） ２（０） 

保育士 児発官 児童指導員 
栄養士・調理

員 
訪問支援員 

居宅介護従業

者 

重度訪問介護

従業者 

行動援護従業

者 

同行援護従業

者 
その他従事者 不明 計 

０（１） １（１） ２（０） ０（０） ０（０） １（０） ０（０） １（０） ０（０） ７（１） ０（１） ６９（２５） 

※虐待者が兼任している場合は、二重計上しているため、合計数は合致しない。 

資料 １ 
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（６）使用者による障害者虐待 

 ①業種別の虐待認定事案の件数 

業種別の虐待認定事案の件数は、製造業が最も多く５件、次いでサービス業４件となっている（表１４）。 

 

表１４ 業種別の虐待認定事案の件数     （件） 

農業、

林業 
漁業 

鉱業、

採石

業、砂

利採取

業 

建設業 製造業 

電気・ガ

ス・熱供

給・水道

業 

情報通

信業 

運輸

業、郵

便業 

卸売

業・小

売業 

金融

業、保

険業 

不動産

業、物

品賃貸

業 

サービ

ス業 

教育、

学習支

援業 

医療・

福祉 
公務 

分類不

能の産

業 

不明 計 

うち、 

就労継

続支援

Ａ型 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

２ 

（２） 

５ 

（１０） 

１ 

（０） 

１ 

（０） 

２ 

（２） 

１ 

（１） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

４ 

（９） 

０ 

（０） 

２ 

（６） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（４） 

１８ 

（３４） 

０ 

（１） 

 

 ②被虐待者から見た虐待者の身分 

虐待認定事案における被虐待者から見た虐待者の身分は、事業主がほとんどとなっている（表１５）。 

 

表１５ 被虐待者から見た虐待者の身分  （件） 

事業主 所属の上司 所属以外の上司 その他 不明 計 

１７（２３） ０（６） ０（０） ０（３） １（２） １８（３４） 

 

③虐待類型 

虐待認定事案における虐待類型は、経済的虐待が１７件と最も多くなっている（表１６）。 

 

表１６ 虐待類型（認定事案）   （件） 

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待 計 

１（３） ０（１） ２（８） ０（０） １７（２６） ２０（３８） 

※虐待事案により、二重計上しているため、合計数は合致しない。 

 

資料 １ 


